
0

216,875 167,191

265,247 156,795

251,854 118,866

0

1,191,583 917,019

1,228 115

478,704 7,063 148 1,497

193

1,261 468

103,455 1,755

97,076 1,543

105,604

1,200 円

1,100円以上1,200円未満

1,000円以上1,100円未満

800 円 超 1,000 円 未 満

600 円以上 800 円 未満

小 計

800 円

400 円以上 600 円 未満

0

0 7 0

0 9 0

0 6 0

0 5

0 1 0

97

99,455 2,160 650

504 181

1,276

1,685,088

2,802

4,812

1,193

829

1,786

1,455

6,093

193,949

91,014 148 721

6 8

地方公共団体コード 表番号 ５　ゴルフ場利用税に関する調

2

法第75条の
2第3号に該
当 す る 者

④

法第75条の
3第1号に該
当 す る 者

⑤

利 用 人 員
①

（ 人 ）

非 課 税 利 用 人 員 （ 人 ）

法第75条の
3第2号に該
当 す る 者

⑥

区 分 税 率

列 番 号 (1)

施設数行 番 号

（６） （７）（５）（２）

3 0 0 0 6

6

400 円 未 満 0 8 0

0 2 0 4

0 4 0 1

0 3

（３）

1,100円以上1,200円未満 1 1 0 11

13

18 ホ ー ル

1,200 円 1 0

1,000円以上1,100円未満 1 2

3

0

0

6

600 円以上 800 円 未満 1 5 0 8

18ホールを
超えるもの

800 円 超 1,000 円 未 満 1

400 円以上 600 円 未満 1 6 0

800 円 1 4 0

ゴ

ル

フ

場

法第75条の
2第1号に該
当 す る 者

②

法第75条の
2第2号に該
当 す る 者

③

210,612

58,678

372,519

40

100,040 441 25,783

小 計 1 8 0

7

400 円 未 満 1 7 0

0

0 2

8 325,038

81,555

358,519

258,594

741,849

365,845

377,092

830

（８）

法附則第12
条の2に該
当 す る 者

⑦

（４）

3,615 235 1,658

82751,142 854 2351,536

33 17,569

0

（９） （10）

差引利用人員
①-(②+③+④

+⑤ +⑥ +
⑦ )

（ 人 ）

調 定 額
（ 千 円 ）

0

156,018 169,429

0

40,979 38,809

73,131 58,667

267,452 171,429

0

0

537,580 438,334

0

282,740 314,005

0

174,867 160,162

（11）

⑦に係る非課
税措置適用額
（ 千 円 ）

0

0

7 81

129 16 25 32 40 47 54 61 7768 86 94

137



11,066 680,698 10,831 383 3,155

0 0 0

0

小 計 2 8

2 9

0

0 1

0 55

300 円 未 満 2 7

17,009 52 5,735 89

2,457,589

400 円以上 500 円 未満 2 5 0

300 円以上 400 円 未満 2 6 0

1 17,009 52 5,735

109 2,310

89

500 円 以 上 2 4 0

小 計 2 3 0 64 0 01 13,643

300 円 未 満 2 2 0

300 円以上 400 円 未満 2 1 0

2,310 64400 円以上 500 円 未満 2 0 0 1 13,643 109

500 円 以 上 1 9 0

行 番 号 施設数
利 用 人 員

①
（ 人 ）

法第75条の
2第1号に該
当 す る 者

②

法第75条の
3第1号に該
当 す る 者

⑤

法第75条の
3第2号に該
当 す る 者

⑥

非 課 税 利 用 人 員 （ 人 ）

法附則第12
条の2に該
当 す る 者

⑦

地方公共団体コード 表番号 ５　ゴルフ場利用税に関する調

区 分 税 率

列 番 号 (1) （２） （３） （４）

法第75条の
2第2号に該
当 す る 者

③

法第75条の
2第3号に該
当 す る 者

④

（５） （６） （７）

2 3 0 0 0 6 8 6

ゴ

ル

フ

場

18ホール未満
9 ホ ー ル を
超えるもの

9 ホ ー ル

計

0

（９） （10）

差引利用人員
①-(②+③+④

+⑤ +⑥ +
⑦ )

（ 人 ）

調 定 額
（ 千 円 ）

0

11,160 4,464

0

（８）

0

11,133 4,453

1,751,456 1,364,270

0

11,160 4,464

0

11,133 4,453

0

0

0

（11）

⑦に係る非課
税措置適用額
（ 千 円 ）

0

7 81

129 16 25 32 40 47 54 61 7768 86 94

138


